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訪問診療について 

何らかの理由で通院困難の方
は、医療保険を利用して訪問診
療を受ける事ができます。 

月に1回もしくは月に2回、お住
まいの場所に訪問し、医師が診
察を行います。看護師も同行し
ます。　　　　　　　　　　　 

※訪問で行えること※　　　　　
診察・血圧や体温の測定・　　　
血液検査・検尿・注射・点滴・
心電図検査・超音波検査 

・当院は「在宅療養支援診療所
（3）」という施設基準の診療
所です。 
・医師は1名です。　　　　　 

・24時間連絡が取れる体制と
なっています。 
・入院が必要になった場合に
は、病院を手配いたします。 
・訪問看護ステーションと連携
することができます。

訪問診療の料金について

外来通院とは、料金が変わる部分があります。 
（料金は高くなってしまうことがほとんどです。） 
以下に目安となる料金についてご説明します。 

・基本診療費：訪問診療にかかる診察料（訪問診療料）や在宅
医学総合管理料など 
・追加診療費：必要に応じて行われる検査や治療、処置の費用
など 
・介護保険費：介護保険を利用している方の場合、居宅療養管
理指導料 

※訪問診療の費用の目安 

▪ 検査をした場合には、別途検査料がかかります。 
　（総合的な血液検査を行った場合：1割負担の方で、およそ 
　　1000円ほど追加になります。） 
▪ 限度額のある方は、その限度額が適用になります。 
▪ 介護保険の認定のある方は、「居宅療養管理指導料」が 
　月に600円程度、別途ご請求となります。 
▪ 同一世帯でお二人以上が診察を受ける場合、おふたり目から
は「訪問診療料888点」ではなく「初診料291点・再診療76点」
として費用がかかります。 

※費用の目安 

▪ 交通費が距離に応じて400円から1200円かかります。 

医療1割負担の方 
（月1回訪問の場合）

およそ、3,500円／月

医療1割負担の方 
（月2回訪問の場合）

およそ、5,500～6,500／月

医療1割負担の方 およそ、2,500円／月程度
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お申し込みになられる方へ

・訪問診療について説明を受けられたのちに、同意書の記入等、申込手続き
をお願いしています。（お申し込みにより取得する個人情報は、利用目的以
外での利用は行いません。） 
・訪問診療が開始となりましたら、緊急連絡先となる電話番号をお伝えして
います。 
・訪問診療の開始時期や回数は、ご相談の上きめさせて頂いています。


